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コミ協

「菊川市１％地域づくり活動交付金制度」とは

「菊川市１％地域づくり活動交付金」（以下「１％交付金」という。）は、菊川市が「活

気ある元気なまち」「住みやすいまち」となるよう、市民の皆さんが日々の生活の中で培っ

た力（アイデアや技能等）を発揮し、自ら考え実践する地域づくり活動を応援するための制

度として創設されました。

この１％交付金は地域づくり活動に係る経費の一部を助成する公募型の助成制度で、応募

資格をクリアすれば、誰もが応募できます。応募された活動は、市民代表等で組織する審査

委員会が、活動審査会において審査・選考を行い、活動が採択された団体に対して市が予算

の範囲内で交付を決定します。令和元年度からは制度を一部リニューアルし、活動部門を

「地域づくり自由活動部門」、「地域の困った解決部門」の２部門制としました。また、学

生ならではの発想が地域づくりに発揮されるように、主に学生で構成される「学生団体」を

交付対象団体として追加しました。

１ 概要

◆地域づくり自由活動部門

市民等が自発的かつ主体的に取り組む地域コミュニティの推進や地域の活性化のための公

益的な地域づくり活動を指します。地域の人々が顔を合わせるきっかけをつくり、たくさん

の住民同士のふれあいや交流により、楽しみながら連帯感や信頼度を育む活動や参加者本人

が主に知識や技能を修得する活動などになります。

◆地域の困った解決部門

「地域（市）の困った!!」を解決するための具体的な地域づくり活動を指します。身近な

生活の中における地域の課題を発見し、解決するための活動や解決するための仕組み作り等

になります。

２ 応募資格

（１）おおむね一つの小学校区を活動区域とし、主として当該区域の地域づくり活動を行う

団体であること

（２）当該区域内の全ての自治会を構成団体に含むこと

（３）当該区域内の住民が、その団体の活動に、自由に参加することができるものであるこ

と

（４）団体の組織、会議、会計の管理等について、規約等を定め、適正な運営を行っている

ものであること
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コミ協

３ 交付の対象となる活動と交付率及び限度額

◆次の要件を全て満たす活動

（１）団体が自発的かつ主体的に取り組む公益的な地域づくり活動

（２）令和６年４月１日から令和７年３月31日までに行われるもの

（３）上記（２）の期間に市その他の地方公共団体又は国の他の制度の補助金等の交付を受

けないもの ※１

◆活動実施期間に応じた交付率と交付限度額

（１）地域づくり自由活動部門

（２）地域の困った解決部門

同一活動の活動実施期間 交付率 限度額

定めない
対象経費の
10／10以内

75万円
※２、３

同一活動の活動実施期間 交付率 限度額

定めない
対象経費の
10／10以内

100万円
※２、３

※１：財団法人等の補助金等の交付を受けることは可能ですが、交付を受ける場合は必ず

事務局にご連絡ください。

※２：２つの部門に申請した場合は、両部門合わせて限度額100万円となります。

※３：六郷まちづくり協議会は限度額を２倍とします。

４ 交付の対象となる経費と計算方法

◆対象となる経費

地域づくり活動に直接要する経費（事業費）が対象となります。

対象となる経費の詳細については、10ページ以降の「対象経費の詳細と基準について」を

ご覧ください。

新型コロナウイルス感染症は、未だ収束の兆しが見えず、その影響はまだ続くものと考え

ます。今後も地域活動等を継続いただくにあたって、感染症防止対策の徹底とともに、３密

回避などの「新しい生活様式」に配慮した事業の検討をお願いします。
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コミ協

◆交付の対象とならない経費

（１）事務所費等の維持管理に要する経費

（２）賞品や記念品等の報償費（金券類など）

（３）人件費（講師、専門家等の謝礼金は除く）

（４）講師、専門家、学生団体以外の旅費

（５）食糧費（講師、専門家等の食糧費を除く）

（６）自主防災組織における防災資機材

（７）その他、市長が適当でないと認めた経費

◆金額の計算について

（１）交付金額については、様式第３号（活動収支予算書）を用いて活動ごとに計算します。

交付金額に千円未満の端数が生じた場合は、端数を切捨ててください。活動が複数の

場合は、計算された交付金額を様式第１号（審査申込書別紙：任意様式）でまとめてく

ださい。

（２）同一事業に財団法人等（菊川市社会福祉協議会は除く）から補助金の交付を受けるこ

とも可能ですが、実績報告時には他の補助金の交付を受けたことがわかるように様式第

３号（活動収支決算書）を作成の上、交付を受けた他の補助金の交付要綱及び交付決定

通知（コピー）を添付し、他の報告書類とともにご提出ください。

交付金額は計算された交付金額と事業費から他の補助金を引いた額とを比較し、少な

い方の額となります。

◆その他留意事項

交付金は審査結果に基づき当初予算の範囲内で交付されますので、申請額どおりに交付さ

れない場合があります。
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コミ協

１％交付金制度の応募と審査について

５ 応募方法と手続きの流れ
市役所東館、小笠支所及び各地区センターに設置してある応募書類に必要事項を記入の上、

必要な資料を添付して、「市役所東館地域支援課」へ、応募期間内に提出してください。

応募の様式は、菊川市ホームページからもダウンロードできます。

なお、今回の応募は令和６年度に実施予定の活動が対象となります。

◆応募書類

・審査申込書

・活動一覧表（審査申込書別紙：任意様式）

・活動計画書（様式第２号）

・活動収支予算書（様式第３号）

・購入予定備品調書（様式第４号）

・団体概要書（様式第５号）

・団体の決算書（直近のもの）

・構成員名簿又は役員名簿

・団体規約、組織図、その他団体資料

◆申請書類（審査結果通知後）

・交付申請書（様式第１号）

◆概算払いの方法

・交付決定後に概算払請求書（様式第10号）を提出

◆活動終了後の提出書類

・実績報告書（様式第７号）

・活動報告書（様式第８号）

・活動収支決算書（様式第３号）

・状況写真、新聞記事、チラシ等（Ａ４判にまとめて添付）

・交付対象活動の領収書等の写し（Ａ４判にまとめて添付）

◆精算払いの方法

・交付確定後に請求書（様式第10号）を提出

◆募集期間

◆活動の変更と書類の整備

・団体の代表者等が変更になった場合または、活動を変更する場合は、変更届出書を提出し

てください。

・活動の変更につきましては、新型コロナウイルスの影響で中止になった活動の代替えを変

更対象活動とし、変更する活動の実施前までに変更届出書を提出してください。

※交付決定金額を超える活動の変更につきましては、承諾できませんので、交付決定金額内

で行うようお願いします。

・交付の対象となる経費の収支を明らかにした書類や帳簿を備え、活動終了後５年間は保管

してください。

・購入した備品等は、備品台帳を整備するなど、適切な管理に努めてください。

令和６年１月22日(月) ～ ２月９日(金)

手続きの流れ

応 募

↓

公開活動審査会

↓

審査結果通知

↓

申 請

↓

交付決定

↓

活動実施

↓

実績報告

↓

交付金確定・支払

↓

公開活動報告会
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コミ協

６ 活動審査会の開催

応募された活動内容は、市民代表などで組織する「菊川市１％地域づくり活動交付金審査

委員」が、審査を行います。

◆団体及び部門による審査方法

審査委員が申込書類の内容を審査項目に沿って審査を行います。申込書類は、審査項目や

審査のポイントについて読み取れるように作成してください。

◆審査項目及び審査のポイント

審査項目 審査のポイント

計画性
○市や地区、地域に適した目的や目標が設定されているか
○活動内容が目的や目標に的確に寄与できるものとなっているか
○計画や予算等が明確で、活動が確実に遂行できる見込みがあるか

公共性
○目的や目標は公共性が高いものとなっているか
○地区の誰もが参加できるものとなっているか
○市民生活や公共サービスの向上に貢献できるものか

発展性
○良い波及効果を期待できるか
○地区として目指すビジョンが明確になっているか

独自性
○地区ならではの視点や発想が生かされているか
○特徴のあるものか

７ 活動報告会の開催と活動計画の公表

年度末には、活動団体の更なる発展と団体間の情報共有を図るため、応募されたすべての

団体を対象に活動報告会（一般公開）を開催しています。

また、交付決定された事業におきましては、申請内容・審査結果等について公表させてい

ただきますのでご了承ください。
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１％交付金制度の対象事業と対象経費について

８ 交付金の交付対象となるまちづくり・地域づくり活動の一例

地域づくり自由活動部門 地域の困った解決部門

令和６年度 行政提案課題

きくがわの生活ガイドを活用した多文化共
生、こども・若者の社会参画の推進

防犯・防災・交通

交通安全教室、防犯講座等 防犯パトロール活動、防災マップ作成、防
災活動、子どもの見守り活動等

福祉・保健

健康講座、体操教室、食育講座等 高齢者サロン、子育てサロン、高齢者の見
守り活動、買い物支援等

環境保全・美化緑化の推進

自然観察会、環境展、環境講演等 公園・里山管理、清掃活動等

青少年健全育成

親子教室、世代間交流イベント、通学合宿
等

子どもの居場所づくり、夜警、学校サポー
ター、子育てサロン等

文化・スポーツ・生涯学習

郷土史研究、体育大会、スポーツ教室、文
化・芸術展、体験講座等

史跡保存等

その他

パソコン教室等 観光ボランティア等

下記に示した活動は一例になります。それぞれの部門に記載してある活動を行えばその部

門に該当するということではありません。目的や目標、課題等によって地域づくり自由活動

部門にもなり、地域の困った解決部門にもなります。団体の得意な分野、地域の特色などを

生かした「まちづくり・地域づくり活動」を検討してみてください。

本交付金制度の内容及び団体の活動内容等に関するお問合せは、事務局（地域支援課）ま

でお願いします。
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コミ協7

菊川市では、１％交付金の「地域の困った解決部門」において、行政が抱えるさまざまな課

題を市民の皆様との協働により解決を図る行政提案型協働事業の創設を検討しています。

令和４年度から「地域の困った解決部門」に、行政提案課題を設定しておりますので、申請

団体については、課題解決に向けた積極的な提案をお願いします。市民だからこそ気付く提案、

行政との連携効果が期待できる提案など、さまざまな提案をお待ちしております。

課題設定の趣旨

現在、市内の外国人住民数は、3,892人（令和５年７月末現在）で年々増加しており、
総人口に占める割合は8.17％と静岡県内で最も高い値となっています。
しかし、令和４年度に実施した外国人住民アンケートでは、「災害や防災、子育て、税

金、保険等について知りたいこと、困ったことがあるか」という問いに対して、「日本語
のみで説明をするため困る」や「外国語での情報が少ない」といった意見が散見していま
した。
そのような中、市では、外国人住民が安心して暮らせるように、本市に転入してきた外

国人住民が、菊川市での生活や行政手続きについて理解を深められるよう、各種制度や
ルールの要点を外国人の視点で説明するオリエンテーション動画「きくがわの生活ガイ
ド」を作成しました。
市内の外国人住民が、生活する上で必要な知識、情報を取り入れるため、「きくがわの

生活ガイド」を活用しながら、「多文化共生の意識啓発」や「日本人住民と外国人住民の
交流促進」等につながる提案を募集します。

活動の具体例

・「きくがわの生活ガイド」を活用した活動（サロン、講習会、イベントの開催等）など

行政提案課題①「きくがわの生活ガイドを活用した多文化共生」

・行政提案課題以外の課題解決に向けた活動も「地域の困った解決部門」に応募いた

だけます。

・行政提案課題の解決に向けた活動を提案される場合には、応募前に事業担当課との

打合せをお願いします。提案を検討する団体については、応募前に地域支援課まで

ご相談ください。

・令和６年度行政提案課題に応募いただき、採択された活動は、交付率の算定に係る

実施年数を含めないこととします。

行政提案課題応募に関する注意事項

９ 令和６年度 行政提案課題（地域の困った解決部門）

行政ができる主な支援・取組

・参加者募集等に係る広報支援（自治会回覧、広報菊川、公式SNS等への掲載、国際交流
協会への周知）

・イベント等開催に係る会場申請の支援、地元自治会などの関係機関との連携調整、出前
行政講座の実施

担当：地域支援課 市民協働係 電話：０５３７－３５－０９２５



コミ協8

課題設定の趣旨

令和４年６月にこども基本法が成立し、令和５年４月の施行に合わせて「こども家庭
庁」が設立されました。こども基本法では、こどもや若者を「社会を形成する主体」と位
置付け、法第11条により、国や地方自治体がこども施策等を策定する際には、「当事者で
あるこどもの意見の反映に係る措置を講ずること」を義務付けています。
しかし、現状は、大人が用意した場や活動への参加が多く、こどもや若者自らが意見を

伝える場や機会はほとんどありません。今後も進む少子化社会において、こどもや若者の
意見を表明する機会の確保や場づくりは重要な課題となります。
これらの課題を解決するために、「こどもや若者の社会参画意識の向上」や「こどもや

若者が活躍できる機会や場の提供」等につながる提案を募集します。

活動の具体例

・こどもや若者の社会参画意識の向上につながる活動（サミットやフォーラム、講演会の

開催、ワークショップの開催等）

・地域活動に興味のあるこどもや若者を支援する活動

・こどもや若者の活動、支援等に係る情報発信活動 など

行政提案課題②「こども・若者の社会参画の推進」

行政ができる主な支援・取組

・参加者募集等に係る広報支援（自治会回覧、広報菊川、公式SNS等への掲載、国際交流
協会への周知）

・イベント等開催に係る会場申請の支援、地元自治会などの関係機関との連携調整、出前
行政講座の実施）

担当：地域支援課 市民協働係 電話：０５３７－３５－０９２５



コミ協9

菊川市は、令和７年１月17日に市制施行から20周年を迎えます。この記念すべき年を皆さ

んと一緒にお祝いするため、市では、令和６年度を市制20周年記念事業の実施期間として位

置付け、さまざまな事業に取り組んでいく予定です。

地域づくり団体・学生団体の皆さんも１％交付金を活用し、市制20周年を盛り上げる活動

に取り組んでみませんか？

「菊川市制20周年記念事業」の実施概要

11「菊川市制20周年記念」を盛り上げる取り組みの募集について

※今後、「菊川市制20周年記念冠事業」として、「市制20周年」の表記を使用して実施する
各種事業やイベントを募集する予定です。詳細が決まり次第、市ホームページ等でお知らせ
します。

10 自治会宛配布文書の削減に関する取り組み・工夫について

自治会宛配布文書の削減に関する取り組み・工夫の一例

・市の広報紙や公式SNSを活用した周知

・イベント等の参加者募集に係る文書については、対象地区を絞れるものは地区を限

定し、各地区センターに設置されている自治会宛の文書棚に配架する

※地区センターの文書棚への配架については、事務局へご相談ください。

・年間で同一事業を複数回実施する場合は、その都度開催通知や募集チラシ等を配布

するのではなく、年間カレンダーの作成や、「前期分」と「後期分」に分けるなど配

布回数を減らす

など

（１）実施期間 令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

（２）基本理念（テーマ） 感謝とともに、未来への一歩
（３）基本方針

記念事業の実施にあたっては、以下のいずれかを満たすことを基本とします。

■感謝と敬意：これまでの歩みを振り返り、まちの発展を支えてきた先人たちの功績
を称える。まちづくりに取り組むすべての人に感謝し、新たな歴史が
創り出さされていくスタートをともに祝う。

■誇りと愛着：今という時間を共有し喜び合うことで、まちの魅力を再発見・再認識
するとともに、ふるさとへの思いを育む。

■夢と希望 ：世代を超えて誰もが未来の菊川市に夢や希望を抱くことができるよう
な機会を創出し、新たな活力に繋げる。未来を描き、共有する。

■魅力発信 ：全市を挙げて菊川市の魅力を市内外へ発信することで、多くの人を惹
きつけ認知度を高めるとともに、人と人との交流を促進する。

現在菊川市では、自治会の負担軽減に向けた取り組みとして、自治会宛配布文書の削減に

努めております。１％交付金を活用する団体におかれましても、周知方法について工夫をし

ていただき、自治会配布文書の削減に御協力いただきますようお願いします。

※なお、令和６年度行政提案課題に応募し、採択された活動については、自治会宛配布
文書の対象とします。ただし、可能な限り上記のような取り組み・工夫をお願いします。
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10 対象経費の詳細と基準について

経費は全て税込み金額で計算してください。

１．参加費（イベント時の振る舞い、飲み物など）

◆対象

・イベント時、イベント会場設営等作業時の飲み物等（お茶、ジュース、菓子等）

・イベント時の振る舞い材料（餅まき材料、豚汁材料等）、振舞い券

・体育祭や文化展等の参加者への参加賞

・料理教室やサロン等で使用する食材

◆対象外

・アルコール類全般

・金券（商品券等）

・模擬店で販売する商品の材料費

・スタッフのお弁当代、食事代

・会議や打合せ時の飲み物等（お茶、ジュース、菓子等）

◆規定・運用

①参加者及び来場者の単価は、活動実施時間に基づき、滞在時間は問わないものとする。

②スタッフの単価は、活動実施時間＋準備片付時間に基づく。

◆基準単価

２．食糧費（弁当代、食事代など）

◆対象

・講師のお弁当代、食事代

◆対象外

・スタッフや参加者のお弁当、食事代、慰労会等での飲食代

・料理教室やサロン等での食材費、模擬店の材料費（参加費で対応すること）

◆基準単価

・１人１回800円以内

３．備品購入費、備品修理費（継続的に使用する耐用年数のある物品）

◆対象

・計画する事業を実施する上でどうしても必要なもの

・業者からのリースや他団体からの借用も検討した上で、購入する必要があるもの

◆対象外

・備品の購入のみを目的とした活動の備品

活動実施時間
４時間未満 ４時間以上

１２０円 ２４０円

10
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◆規定・運用

①購入額は１事業あたり10万円、修理額は１事業あたり５万円を上限とする。

②購入額５万円以上のものは「様式第４号購入予定備品調書」を添付する。

◆備品台帳の整備

・本事業で購入した５万円以上の備品については、備品台帳を整備し、他の地域づくり団

体等から備品借用の希望があった場合は貸し出しをすること。

４．通信運搬費（郵送代など）

◆対象

・はがき代、切手代、郵送料、宅配便送料(代引手数料等含む)、物品等の輸送代

◆対象外

・電話料（携帯電話を含む）、インターネット接続料、プロバイダー料

５．謝礼金（講師謝礼など）

◆対象

・講師への謝礼、イベント等へ出演等する団体への謝礼、技術や技能等の提供のあった人

への謝礼、物品等借用に伴う謝礼

◆対象外

・スタッフ等の出役に対する謝礼、当該団体の構成員への謝礼（ただし、物品等借用に伴

う謝礼は対象とする。）

◆規定・運用

①「講師」とは、人（参加者等）に対して講演や何らかの指導を行う人とする。

②「イベント等へ出演等する団体」とは、ステージ発表や作品の出展等、団体として参加

してくれた場合の謝礼とする。

③「技術・技能等の提供」とは、技術及び技能などを提供してくれた人に対する謝礼とす

る。

④個人から物品等を借用した場合は、全て謝礼として扱い、車両の場合は燃料費を含むも

のとする。スタッフや構成員から借用した場合も同じ扱いとする。

⑤現金を渡すことが不適当な場合は、金券や物品等で対応できるものとする。

◆基準単価（限度額）

区分 限度額 備考

講師 １２，０００円／人

出演等する団体 １０，０００円／団体 交通費含む

技術・技能等の提供 ５，０００円／人 交通費含む

物品等借用に伴う謝礼 ３，０００円／人 菓子折り程度

11
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６．委託費

◆対象

・専門的知識、技術等を要する業務の外部への委託

（例）応募した活動に係るホームページの作成と更新、動画の制作、チラシやポスター

等の作成に係るデザイン制作・製本、イベント時の警備、託児等

◆規定・運用

・１事業あたり20万円を限度とする。

７. 旅費（学生団体及び講師招聘時に限る）

◆対象

・交通費、宿泊料

◆対象外

・公共交通機関特別料金（グリーン車等）

◆規定・運用

①交通費は実費とする。（交通費は公共交通機関の運賃もしくは距離換算37円/km）

②宿泊費は1人あたり１泊5,000円（＋消費税相当額）を上限とする。

８．借上げ料（業者等に支払うレンタル料）

◆対象

・特殊機械（高所作業車、ミニバックホウ、ステージ用車両）

・資機材運搬用トラック、送迎用レンタカー

・駐車場等からイベント会場までのシャトル運行用のバス

・ガス器具、綿菓子器、放送機材、やぐら、イベント資材等

◆規定・運用

①５万円を超える場合は、見積書を添付すること。

②特殊免許が必要なものについては、人件費を含め対象とする。

③機材等借上げに伴う設置・撤去手数料も含めて対象とする。

④送迎用レンタカー、シャトル運行用のバスは市内の移動や輸送に限る。

９．施設使用料

◆対象

・市内の公共施設（グラウンド、体育館、中央公民館等）

・市内の民間施設（会議室、倉庫、イベントスペース等）

◆対象外

・市外の施設、活動拠点及び事務所等の家賃

10．手数料

◆対象

・市又は教育委員会主催の大会等へ団体として参加する場合の参加料

・市内イベントへの参加料
12
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・行政機関の許可申請等に必要な手数料

・振込手数料、クリーニング代、広告掲載料

・仮設トイレの汲取り手数料、ごみの処理や運搬手数料

◆対象外

・上記以外の手数料

11．燃料費（ガソリン、軽油、混合油、プロパンガス等）

◆対象

・草刈機等の機材及びレンタカー等の燃料費

・振舞いや模擬店等で使用する燃料費（プロパンガス、炭等）

◆対象外

・自家用車の燃料費

◆規定・運用

①申請時の燃料単価は、市場単価を適用すること。

②草刈機の燃料使用量の目安は、１台２時間使用で１㍑とする。

③自家用車を借用した場合の燃料費は、謝礼に含むものとする。

12．保険料（傷害保険）

◆対象

・傷害保険（イベント保険、レクリエーション保険、ボランティア活動保険等）

◆対象外

・傷害保険以外の保険

◆規定・運用

・実費とする。（社会通念上疑念をもたれないよう留意し、事務局から指示があった場合

にはその指示に従うこと）

※保険は、補償対象となる活動内容に一定の条件がありますのでご注意ください。

13．印刷費

◆対象

・ポスター、チラシ、会議資料等の印刷代

・写真のプリント代（写真店等でプリントしたもの）

◆対象外

・参加者や関係者等に、配布や販売するための写真

◆規定・運用

①１事業あたり10万円を限度とする。

②コピー代は、市のコピー機等の利用に係る料金を目安とする。

区分 色 金額／枚

Ａ４・Ａ３ 白黒 ５円

Ａ４・Ａ３ カラー 25円

Ａ２ 白黒 20円

13
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・両面の場合は２枚とカウントする。

③印刷代は、市のコピー機等の利用に係る料金を目安とする。

④用紙持込みで印刷する場合等の用紙代は、印刷費とする。

⑤自宅のプリンター等で印刷する場合、用紙代及びインク代は印刷費とする。

⑥写真は、掲示・記録・参考資料として使用する場合のみ対象とする。

14．原材料費（砂、セメント、砂利、木材など工事等の材料費）

◆対象

・花苗、土、肥料、木材、砂利、石灰、調味料等

◆対象外

・打上げ花火

・振る舞い、料理教室、サロン等で使用する食材（参加費で対応すること）

◆規定・運用

・１事業あたり10万円を限度とする。

15．消耗品費（事務用品、用紙など）

◆対象

・事務用品、文房具、日用品等

※新型コロナウイルスの対策に必要な日用品（マスク、アルコール消毒液等）を含む。

・コピー、印刷以外の目的で使用する用紙類

◆規定・運用

・１～14までの対象経費合計額の10％以内の額を計上することができる。

※１～14までの対象経費合計額の10％以内の額が5,000円未満の場合は、最低予算枠とし

て上限5,000円までを計上することができる。

・実績報告時には、１～14の事業経費と同様に、領収書を添付すること。

16．諸雑費（その他経費）

◆規定・運用

・各団体が自由裁量で使える経費として、１～14までの対象経費合計額の 10％以内の額

を計上することができる。

・実績報告時には、１～14の事業経費と同様に、領収書を添付すること。

区分 紙代／枚 マスター代／原稿 インク代／枚 両面の場合の加算額

Ａ４ １円 ０円 紙代に含まれる 0.25円

Ａ３ ２円 ０円 紙代に含まれる 0.5円

用紙持込み（Ａ４） ０円 0.5円 0.25円

用紙持込み（Ｂ４・Ａ３） ０円 １円 0.5円
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11 Ｑ＆Ａ よくある質問

Ｑ１ 地域づくり団体とコミュニティ協議会で交付金の限度額に違いがあるの？

限度額に違いがあり、地域づくり団体は30万円、コミュニティ協議会は100万円とな

ります。コミュニティ協議会は、菊川市が推進する「地域コミュニティを核としたま

ちづくり」の中心団体であり事業規模も大きいため、支援を手厚くしています。

Ｑ２ 公的機関が事務局を支援している団体は、応募できるの？

応募できません。市民が自発的・主体的に取り組む活動を支援するものですので、

例えば、市が業務で事務局を担っている団体等は応募できません。

Ｑ３ 「地域づくり自由活動部門」と「地域の困った解決部門」の申請は同時にできるの？

両部門同時に申請できます。様式第２号、第３号、第３号別紙、第４号は活動ごと

に作成していただく必要があります。

審査申込書類について、地域支援課で記入内容や対象経費等について事前にチェッ

クを行い、審査委員会による書類審査が行われます。

コミュニティ協議会については、2019年度分より、プレゼンによる審査は行いませ

ん。

Ｑ５ 人件費は認められるの？

原則として認められません。この交付金は市民が自発的・主体的に取り組むまちづ

くり活動に対する助成を目的としており、人件費は個人への利益配分につながる恐れ

があるため、対象経費として認められません。ただし、講師や専門家等に支払う謝礼

金は対象としています。

また、シルバー人材センター等へ依頼した費用（交通整理など）についても、謝礼

金での対応となります。

Ｑ４ 審査はどのように行われるの？

Ｑ６ 食糧費は認められるの？

原則として認められません。飲食に係る経費に公金を使うことは、社会的な批判や

市民の不信を招く恐れがありますので、認められません。ただし、例外として講師や

専門家等の弁当代は認めています。

また、活動時の飲み物や活動に必要な食材（振舞いの材料など）は、活動ごとに算

出する参加費の範囲内で対象とすることができます。
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Ｑ７ 参加賞、記念品、お祝い品、景品などは、参加費の対象になるの？

例えば、参加者全員に参加賞を配る場合については、参加費の範囲内で対象とする

ことができます。ただし、特定の個人に支給される特賞(１位～３位の賞品等)、記念

品、お祝い品、ビンゴの景品などは、個人の利益につながるため、参加費の対象にす

ることはできません。

Ｑ８ １％交付金の対象となる経費はどんなものがあるの？

地域づくり活動に直接要する「事業経費」が対象となります。

支出項目は、参加費、食糧費（講師、専門家の弁当代のみ可）、備品購入費、備品

修理費、通信運搬費、謝礼金、委託費、旅費、借上げ料、施設使用料、手数料、燃料

費、保険料、印刷費、原材料費が対象事業経費となります。

また、活動に必要な事務用品等に使える消耗品費、団体の自由裁量で使える経費と

して諸雑費があります。

なお、各項目の詳細については、10～14ページの「対象経費の詳細と基準について

」を参照してください。

Ｑ９ 自宅プリンターで印刷した場合の印刷費も対象となるの？

紙代、インク代を印刷費として計上することができます。

ただし、自宅のプリンターを申請事業にのみ使用しているとは考えにくいため、自

宅プリンターでは、原稿だけを印刷し、それをコピーして印刷費として計上してくだ

さい。

Ｑ10 旅費の計上はできるの？

講師（専門家）を招聘する場合のほか、学生団体はメンバーの旅費を計上すること

ができます。

コミュニティ協議会のメンバー、関係者等にかかった旅費は、対象経費として計上

することはできません。
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様式第２号
活動計画書

様式第３号
収支予算書

様式第３号
別紙

(任意様式)

様式第４号
購入予定
備品調書

自由活動部門
活動２

「応募書類」の作成について

12 応募書類の様式と添付資料

◆ 応募書類の作成

１％交付金事業に応募するためには、審査申込書等を作成する必要があります。書類は交

付要綱に様式として定められているもの以外に、 任意の様式で添付が必要となるものがあ

ります。

（１）審査申込書類

応募に必要な書類は、次のとおりです。審査申込書と審査申込書別紙活動一覧表は全体で

１枚、様式第２号から第４号までは活動の数だけ必要です。

審査申込書
審査申込書

別紙
(任意様式)

様式第２号
活動計画書

様式第３号
収支予算書

様式第３号
別紙

(任意様式)

様式第４号
購入予定
備品調書

● 審査申込書

・押印は不要です。

・審査申込書別紙や様式第３号で端数処理をした１％交付金合計額を、審査申込書に交付

申請額として記入します。

● 審査申込書別紙活動一覧表

・任意様式です。複数の活動を計画する場合は、必ず添付してください。

・各活動の交付金額を合計した金額が１％交付金申請額になります。

● 様式第２号活動計画書

・活動の数だけ必要です。各活動の目的や内容、効果などを記入します。

・審査のポイントを参考に、審査委員がどの様な視点で審査しているのか確認しながら記

入してください。

自由活動部門
活動１

様式第２号
活動計画書

様式第３号
収支予算書

様式第３号
別紙

(任意様式)

様式第４号
購入予定
備品調書

困った解決部門
活動１

17
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● 様式第３号活動収支予算書

・活動に必要な予算を１円単位で記入します。収入の部で１％交付金額の端数処理してく

ださい。複数の活動がある場合は、審査申込書別紙活動一覧表でまとめてください。

● 様式第３号別紙支出の内訳表

・任意様式です。様式第３号の支出の部に書ききれない場合に使用してください。

● 様式第４号購入予定備品調書

・購入する備品の税込価格が５万円以上のものは添付してください。

・１備品につき１枚の調書にまとめて記入してください。

（２）添付資料

（１）の申請書類の他に、以下のとおり添付資料が必要となります。

● 様式第５号団体概要書

・団体の設立趣旨や活動目的、将来像、これまでの活動実績等を記入してください。

● 団体の決算書

・１％交付金以外で団体として収支がある場合は直近の決算書を添付してください。

● 名簿（構成員名簿又は役員名簿）

・団体の構成人数が10名以上であることを確認するため、役員名簿又は会員名簿を添付し

てください。

● 規約、会則

・規約や会則は、団体の実在や運営方法を明らかにするものです。適正な団体運営をして

いることを確認するため、規約や会則等を添付してください。

・規約等がない場合は、それに準ずる資料を添付していただきますが、公金を財源とする

１％交付金を活用する団体として規約や会則を整備するようにしてください。

● その他資料

・申請する活動の内容がイメージできる資料として、企画書等の案や前回開催した時のチ

ラシや写真等、活動の状況がわかるものを添付してください。

様式第５号
団体概要書

役員名簿
又は

会員名簿
規約、会則 その他資料団体決算書

18
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13 各様式の記入例

◆審査申込書

菊川市長 長谷川寬彦 宛

申請者 団体名
代表者

令和６年度において菊川市１％地域づくり活動交付金（地域づくり自由活動部門・
地域の困った解決部門）の交付を受けたいので、関係書類を添えて申し込みます。

１ コミュニティ協議会・地域づくり団体・学生団体
※いずれかに〇印

２

３ 円

４ 円

５ 円

６

７
(1) 活動一覧表（任意様式）
(2) 菊川市１％地域づくり活動交付金活動計画書（様式第２号）
(3) 活動収支予算書（様式第３号）
(4) 購入予定備品調書（様式第４号）
(5) 計画内容がわかる資料

ア チラシ等の案又は過去の活動で作成したチラシ状況写真等
イ その他市長が指示した資料

(6) 団体概要書（様式第５号）

(7) 団体の運営状況がわかる資料
ア 団体の規約・会則・定款等の写し、団体の役員名簿又は構成員名簿
イ その他市長が指示した資料

(注)応募書類は、原則公開となります。

活動総称 ( ﾃ ｰ ﾏ ) ○○地区みんなが輝くまちづくり

菊川市１％地域づくり活動交付金審査申込書

令和６年２月１日

○○地区コミュニティ協議会
菊 川 一 郎

団 体 区 分

活 動 実 施 期 間 令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

添 付 書 類

総 事 業 費 1,396,156

対 象 経 費 合 計 額 1,051,719

交 付 申 請 額 1,000,000

申込書を提出する

押印不要

該当する団体を囲んでくださ

団体の活動テーマやキャッチフレーズを記入

事業経費の合計額

交付対象経費の合計額

１％交付金額の合計額
(千円未満切捨て )

準備から片付け・精算までの期間（見込

19
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◆審査申込書及び第７号別紙 活動一覧表（任意様式）

審査申込書及び第７号別紙（活動一覧表）（任意様式）

(活動実施期間)

交付率

1 事業Ａ 33,654 円 33,654 円
(　年目)
10／10

33,000 円

2 事業Ｂ 245,562 円 187,553 円
(　年目)
10／10

187,000 円

3 事業Ｃ 751,178 円 480,525 円
(　年目)
10／10

480,000 円

4 円 円
(　年目)

／
円

5 円 円
(　年目)

／
円

1,030,394 円 701,732 円 700,000 円

1 日本に住みやすくなる講座 120,063 円 108,063 円
(１年目)
10／10

108,000 円

2 事業Ｄ 175,699 円 171,924 円
(　年目)
10／10

132,000 円

3 事業Ｅ 70,000 円 70,000 円
(　年目)
10／10

60,000 円

4 円 円
(　年目)

／
円

5 円 円
(　年目)

／
円

365,762 円 349,987 円 300,000 円

1,396,156 円 1,051,719 円 1,000,000 円

円 （千円未満切捨て）

※ この様式は任意様式です。同じ内容が確認できれば、どんな様式でもかまいません。

※ この様式は、審査申込書と様式第７号の別紙として使用できます。

※ 活動が一つの場合はこの様式を省くことができます。

地
域
の
困
っ

た
解
決
部
門

小　計

合　計

１％交付金申請額 1,000,000

地
域
づ
く
り
自
由
活
動
部
門

小　計

　団体名：　○○地区コミュニティ協議会

活　動　名 事業経費 交付対象経費 1％交付金額

限度額の100万円か２つの部門の

合計額が交付申請額となります。

限度額は75万円

限度額は100万円

２つの部門の合計

限度額は100万円

コミュニティ協議会の交付率はどちらの部門で

も【10／10】になります。活動実施期間は、実

際の継続年数を記入してください。

活動ごとに千円未満を切り捨ててください。

活動ごとに千円未満を切り捨ててください。
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目的を達成するため
に何をどうするのか
（活動の目標）
※箇条書き

◆様式第２号 活動計画書

21

様式第２号（第６条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

※枠にとらわれず必要に応じて適宜広げてご使用ください。

この活動へ協力して
くれる団体
（役割分担があれば
合わせて記入）

行政（出前講座）

ボランティア（当日の手伝い）

自治会、コミ協（チラシの配布、声かけ）

活動のアピールポイ
ント
（活動の特徴や工夫
点、変更点、次年度
以降の展開などを
記入）

やさしい日本語教室などを行うことで、外国人に変わってもらうだけでなく、
日本人にも少し変わってもらい、住民レベルで外国人を支援できる環境にした
いと思っています。
次年度以降の活動については、外国人住民、自治会などに住みづらさを感じる
点を聞きながら、講座内容等を決めていきたいと考えています。

なぜこの活動をする
のか
（活動の目的）

47,626人の内、外国人住民3,892人と外国人比率は約８％となっている。○○地区

においても、外国人住民が多く暮らしているが、外国人住民は、言語等の問題か

ら、生活に必要な知識や情報を得られていない。
また、生活習慣の違いや、コミュニケーションの取り方がわからないことから、

外国人・日本人住民相互の理解が進んでいない状況にある。

人・日本人住民相互の理解を深め、共に住みやすい地区をつくることが求められる
ため、この活動を実施する。

※解決部門においては、活動のきっかけとなった地域の課題、課題の対象範囲、またその課題を
どのように把握したのかなど、数値や文献などを明示し、具体的に記入してください。

どのような活動をす
るのか
（実施内容、時期、
場所、参加対象、想
定人数など、具体的
に記入）

外国人住民に対して、生活に必要な知識や情報を得ることができるオリエンテー
ション動画を活用した「きくがわの生活ガイド講座」を開催する。
開催時期：偶数月の第４土曜日（9：00～12：00）
開催場所：○○地区センター
参加対象：外国人住民と地区住民
想定人数：各回参加者30人 スタッフ10人 ボランティア数人
講座内容：４月 転入転出講座

６月 ゴミの捨て方講座
８月 防災講座
10月 子育て講座
12月 国民健康保険、国民年金、税金講座
２月 交通ルール講座

活動することでどう
なるのか
（活動の効果）

外国人住民にゴミの出し方や防災のほか、日本で生活する上でのルールを知っ
てもらうことで、ルールを知らないことで発生している様々な問題の解決にな
る。
また、外国人・日本人住民、共にやさしい日本語を理解することで、コミュニ

ケーションが取りやすくなり、生活の質の向上が見込まれ、文化交流をするこ
とで、相手への理解が深まる。

※解決部門においては、なぜこの活動が地域の課題解決に寄与するのか等を具体的に記入ください。

菊川市１％地域づくり活動交付金活動計画書

部門 自由・解決
活動名 きくがわの生活ガイド講座 １年目

活動No. 1

部門を選択し、活動ナン

バーを記入 活動の名称を記入

活動初年度を基準にして

ください。

大きくどういった活動をするの
かを記載してから、時期や場所、
参加者などを具体的に記入す
る。

活動のきっかけ、現

状があって、それを

どうしたいのかなど

を記入する。

まだ決まっていないが、こういったことを予定し

ているなどを記載しても可です。

※解決部門においては、課題を解決するまでの過程に何を、いつまでに、どのようにするのかな
ど、課題を解決するための目標を具体的に記入して下さい。

これらのことから、今後、益々外国人住民が増加すると見込まれている中、外国

・講座を６回実施し、年間参加者延べ180人を目指す。

・各回ごとアンケートを実施し、満足度60％を目指す。

・次年度以降○○地区に加え、△△地区でも開催する。

目的を実現させるために、

達成すべき具体的な結果

や成果などを記入する。

市ホームページに公表されている住民基本台帳の情報によれば、菊川市の総人口
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◆様式第３号 活動収支予算書

22

様式第３号（第６条、第９条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

１ 収入の部

10 ／ 10 )

２ 支出の部

(注) 支出の部に書ききれない場合は、別紙にまとめて添付すること。

部門 自由・解決

活動№ 1
活動名 日本に住みやすくなる講座

円) × 交付率(

活動収支予算書（収支決算書）

項 目 金額（円） 内訳・説明

１％交付金 108,000 対象経費( 108,063

自治会等補助 2,000 ○○地区連合自治会

参加者負担

寄付金等 10,000 企業からの寄付

会自己資金 63

販売等収入

合 計 120,063

項 目 内訳（単価・数量）・説明 事業経費(円) 内対象経費 (円)

参加費 飲み物、餅米代等 26,545 26,545

食糧費

備品購入費

謝礼金 通訳者（４回分）、講師謝礼（１回） 32,000 32,000

旅費

通信運搬費

借上げ料 餅つき道具（１式） 6,487 6,487

施設使用料

手数料

燃料費

保険料 イベント保険 2,200 2,200

印刷費 回覧用チラシ 2,768 2,768

諸雑費 90,063円の10％以内 15,000 9,000

合 計 120,063 108,063

原材料費 文化交流で利用する飾り用材料 20,063 20,063

小 計 90,063 90,063

消耗品費 90,063円の10％以内 15,000 9,000

収入と支出合計は同じ金額

同じ金額

全体事業費を記入 交付金対象額を記入

できるだけ詳しく記入

１％交付金は千円未満切り捨て

数量等、書ききれない
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◆様式第３号別紙 支出の部内訳書（任意様式）

様式第３号別紙（支出の部内訳表）（任意様式）

領収

№

円 円 1

円 円 2

円 円

円 円 3

円 円 4

円 円

円 円 5

円 円

円 円 6

円 円

円 円 7

円 円

円 円 8

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円 9

円 円 10

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

※ この様式は任意様式です。同じ内容が確認できれば、どんな様式でもかまいません。

※ 予算書と決算書の両方に使用できます。

※ 決算書の場合は、領収書１枚につき１行を基本とし、領収書番号を記入してください。

※ 「行」が足りない場合は、適宜挿入して増やしてください。

合　　　計 120,063 108,063

諸雑費 自由裁量で使える経費 15,000 9,000

消耗品費 事務用品、文房具、日用品など 15,000 9,000

小　　　計 90,063 90,063

原材料費 20,063 20,063

借上げ料 餅つき道具 6,455

原材料費 文化交流で利用する飾り用材料 20,063 20,063

印刷費 回覧用チラシ印刷代 2,768 2,768

印刷費計 2,768 2,768

保険料計 2,232 2,232

文化交流で行うもちつき用の餅米代 6,657 6,657

6,455

謝礼金 通訳者への謝礼　４回 20,000 20,000

覚えて得をする日本語教室講師謝礼 12,000 12,000

謝礼計 32,000 32,000

支出の部

項　　　目 内訳（単価・数量）・説明 事業経費 内対象経費

参加費 文化交流の飲み物やお菓子代 19,888 19,888

参加費計 26,545 26,545

保険料 イベント保険 2,232 2,232

借上げ料計 6,455 6,455

消耗品費と諸雑費

は、「対象経費小

計」の10％が交付

上限金額

支出項目ごとにまとめます
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◆様式第４号 購入予定備品調書

（この記入例はＰ18からの記入例として記載されている事業とは別になります）

様式第４号（第６条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

備品名及び数量

価格又は合計額

購入理由

（必要性・効果）

貸出しの可・不可 可 ・ ・

添付書類 カタログ：下部貼り付け、　見積書：別紙のとおり

(注)

２

（別紙でも可）

１ この調書は、税込５万円以上の備品を購入する場合、もしくは購入する備品の合計額が５万円
以上となった場合に、１活動につき１枚添付する。複数の備品も１枚にまとめて記入する。

見積書とカタログ等を添付すること。

マキタ14.4V充電式草刈機Uハンドル　MUR142UD

59,400円

沿道に雑草が茂っており、プランターを置くことができない状況となってい
るため、まず雑草を刈るところから始める必要があるが、手作業となると人
数、時間ともに多く必要となってしまう。
草刈り機を使用することで、効率が上がり、除草作業に掛ける人数、時間が
少なくなる。
女性が使用することが多いため、扱いのしやすい充電式のものを選択。

一部可 不可

見積書貼り付け場所

購入予定備品調書

部門 自由・解決
活動名 花と緑にあふれる環境づくり

活動№

24



コミ協

◆様式第５号 団体概要書

様式第５号（第６条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

( ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ)

団 体 名

設 立 年 月

担当者連絡先

(公開・非公開)

※どちらかに〇印 Ｆ Ａ Ｘ 0537-35-1111

携帯電話 090-1234-5678

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ abcde@fghi.ne.jp

電 話 0537-35-1111

１％交付金を活
用した主な活動
実績や計画

・事業Ａ ・事業Ｂ ・事業Ｃ ・事業Ｄ ・事業Ｅ

１％交付金対象
活動以外の活動
実績や計画

・事業Ｆ ・事業Ｇ

１％交付金以外
に補助・委託等
を受けた実績等

特になし

氏 名 菊川太郎

住 所
〒439-0036

菊川市堀之内６１

設立時から外国人とのコミュニケーションを積極的に取ってきた。また、自治
会等における外国人との関わりについて調査を行ってきた。そのような中、今
出ている問題を解決し、外国人・日本人が一体となった地域を目指している。
また、外国人に選ばれる地域にしていきたいと考えている。

団体の目指す将
来像及び目標

団体概要書

○○ﾁｸｺﾐｭﾆﾃｨｷｮｳｷﾞｶｲ

○○地区コミュニティ協議会

代表者職氏名 会長 菊川一郎

所 在 地
〒439-0036

菊川市堀之内６１

2008年2月 構成員人数 〇〇 人（令和５年２月１日現在）

○○地区は外国人住民が多く、今後も増加していくと見込まれている。外国
人、日本人関係なく、すべての人が安全・安心で住みやすい地域をつくること
を目的に設立。

団体の設立趣旨

団体を設立した背景や、活動目的を記入

団体が目指す将来像や、今後の目標
等を記入

これまでに１％交付金を活用したことのある活
動を記入 （たくさんある場合は主な活動）

１％交付金以外に、国、県、市、その他民間企業や財団等
の補助や委託等を受けたことがあれば記入 （年度、補助
事業名、自治体名等）

これまでに１％交付金を活用せずに実施
した、又は現在実施している活動を記入
（たくさんある場合は主な活動）

この交付申請の内容について、市
からの連絡に対応できる方の連絡
先を記入してください
市からの通知やお知らせ等も、担
当者に送付します
担当者の連絡先等について、公開
又は非公開のどちらかに、必ず〇
を付けてください

団体の活動拠点（代表者自宅、事務所、
地区センター等）の住所を記入

参加者ではなく、担い手の人数です
（名簿の人数と一致させてください）

25



コミ協

◆様式第１号 交付申請書

（この様式は、審査結果通知後に提出いただくものです。基本的に審査申込書と同じ内容

になります。）

様式第１号（第６条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

菊川市長 長谷川寬彦 宛

申請者 団体名
代表者

令和６年度において菊川市１％地域づくり活動交付金（地域づくり自由活動部門・
地域の困った解決部門）の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

１ コミュニティ協議会・地域づくり団体・学生団体
※いずれかに〇印

２

３ 円

４ 円

５ 円

６

７
(1) 活動一覧表（任意様式）
(2) 菊川市１％地域づくり活動交付金活動計画書（様式第２号）
(3) 活動収支予算書（様式第３号）
(4) 購入予定備品調書（様式第４号）
(5) 計画内容がわかる資料

ア チラシ等の案又は過去の活動で作成したチラシ状況写真等
イ その他市長が指示した資料

(6) 団体概要書（様式第５号）

(7) 団体の運営状況がわかる資料
ア 団体の規約・会則・定款等の写し、団体の役員名簿又は構成員名簿
イ その他市長が指示した資料

(注) 交付申請書類は、原則公開となります。

活 動 実 施 期 間

添 付 書 類

総 事 業 費 1,396,156

対 象 経 費 合 計 額 1,051,719

交 付 申 請 額 1,000,000

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

活動総称 ( ﾃ ｰ ﾏ ) ○○地区みんなが輝くまちづくり

菊川市１％地域づくり活動交付金交付申請書

令和６年４月１日

○○地区コミュニティ協議会
菊 川 一 郎

団 体 区 分

次年度の４月１日

押印不要

該当する団体を囲んでくださ

団体の活動テーマやキャッチフレーズを記入

事業経費の合計額

交付対象経費の合計額

１％交付金額の合計額
(千円未満切捨て )

準備から片付け・精算までの期間（見込
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◆様式第10号 概算払請求書

様式第10号（第11条、第12条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

金 円

菊川市長 長谷川 寬彦 宛

団 体 名

代表者氏名

フリガナ ○○ﾉｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ｷｸｶﾞﾜ ｲﾁﾛｳ

口座名義 ○○の会 会長 菊川 一郎

○○地区コミュニティ協議会

口座振込先
金融機関名

金融機関名 ○○銀行 口座種別 普通・当座・その他（ ）

本・支店名 菊川支店 口座番号

会長 菊川一郎

1234567

請求書（概算払請求書）

ただし、令和６年４月１日付け菊総地第●●●号により交付の確定（決定）を受けた

菊川市１％地域づくり活動交付金として、上記のとおり請求します。

令和６年４月10日

住所又は所在地 菊川市堀之内61

900,000

交付決定の際に承認された
額が上限です

「請求書」の部分に取消
し線を引いて下さい

「確定」に取り消し線を
引いて下さい

交付決定通知書の日付と文
書番号を記入して下さい

提出日を記入して下さい

押印不要

交付金の振込み先の口座を記入して下さい
口座名義等は、正確に記入をお願いします
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菊川市１％地域づくり活動交付金
様 式 集

交付要綱に定められている様式と、任意様式をまとめましたので、

ご利用ください。

データで必要な方は、菊川市ホームページ内の「申請書ダウンロー

ド」のページ、もしくは「１％地域づくり活動交付金」のページから

ダウンロードすることができます。

１．審査申込書

２．審査申込書別紙 活動一覧表【任意様式】

３．様式第１号 交付申請書

４．様式第２号 活動計画書

５．様式第３号 活動収支予算書

６．様式第３号別紙 支出の部内訳表【任意様式】

７．様式第４号 購入予定備品調書

８．様式第５号 団体概要書

９．様式第10号 概算払請求書
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　　菊川市長　 　 　 　 　　 宛

　  　　年度において菊川市１％地域づくり活動交付金（地域づくり自由活動部門・
地域の困った解決部門）の交付を受けたいので、関係書類を添えて申し込みます。

１ コミュニティ協議会・地域づくり団体・学生団体
※いずれかに〇印

２

３ 円

４ 円

５ 円

６

７
 (1) 活動一覧表（任意様式）
 (2) 菊川市１％地域づくり活動交付金活動計画書（様式第２号）
 (3) 活動収支予算書（様式第３号）
 (4) 購入予定備品調書（様式第４号）
 (5) 計画内容がわかる資料
   ア　チラシ等の案又は過去の活動で作成したチラシ状況写真等
   イ　その他市長が指示した資料

 (6) 団体概要書（様式第５号）

 (7) 団体の運営状況がわかる資料
   ア　団体の規約・会則・定款等の写し、団体の役員名簿又は構成員名簿
   イ　その他市長が指示した資料

　(注)応募書類は、原則公開となります。

交 付 申 請 額

活 動 実 施 期 間        年   月   日から       年   月   日まで

添 付 書 類

対 象 経 費 合 計 額

菊川市１％地域づくり活動交付金審査申込書

年 月 日

申請者 団体名
代表者

団 体 区 分

活 動 総 称 ( ﾃ ｰ ﾏ )

総 事 業 費
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審査申込書及び第７号別紙（活動一覧表）（任意様式）

(活動実施期間)

交付率

1 円 円
(　年目)

／
円

2 円 円
(　年目)

／
円

3 円 円
(　年目)

／
円

4 円 円
(　年目)

／
円

5 円 円
(　年目)

／
円

円 円 円

1 円 円
(　年目)

／
円

2 円 円
(　年目)

／
円

3 円 円
(　年目)

／
円

4 円 円
(　年目)

／
円

5 円 円
(　年目)

／
円

円 円 円

円 円 円

円 （千円未満切捨て）

※ この様式は任意様式です。同じ内容が確認できれば、どんな様式でもかまいません。

※ この様式は、審査申込書と様式第７号の別紙として使用できます。

※ 活動が一つの場合はこの様式を省くことができます。

地
域
の
困
っ

た
解
決
部
門

小　計

合　計

１％交付金申請額

地
域
づ
く
り
自
由
活
動
部
門

小　計

　団体名：

活　動　名 事業経費 交付対象経費 1％交付金額
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様式第１号（第６条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

　　菊川市長　 長谷川　寬彦　 宛

　  　　年度において菊川市１％地域づくり活動交付金（地域づくり自由活動部門・
地域の困った解決部門）の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

１ コミュニティ協議会・地域づくり団体・学生団体
※いずれかに〇印

２

３ 円

４ 円

５ 円

６

７
 (1) 活動一覧表（任意様式）
 (2) 菊川市１％地域づくり活動交付金活動計画書（様式第２号）
 (3) 活動収支予算書（様式第３号）
 (4) 購入予定備品調書（様式第４号）
 (5) 計画内容がわかる資料
   ア　チラシ等の案又は過去の活動で作成したチラシ状況写真等
   イ　その他市長が指示した資料

 (6) 団体概要書（様式第５号）

 (7) 団体の運営状況がわかる資料
   ア　団体の規約・会則・定款等の写し、団体の役員名簿又は構成員名簿
   イ　その他市長が指示した資料

　(注)　交付申請書類は、原則公開となります。

活 動 実 施 期 間

添 付 書 類

総 事 業 費

対 象 経 費 合 計 額

交 付 申 請 額

       年   月   日から       年   月   日まで

活 動 総 称 ( ﾃ ｰ ﾏ )

菊川市１％地域づくり活動交付金交付申請書

年 月 日

団 体 区 分

申請者 団体名
代表者
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32

様式第２号（第６条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

※枠にとらわれず必要に応じて適宜広げてご使用ください。

菊川市１％地域づくり活動交付金活動計画書

部門 自由・解決
活動名 年目

活動No.

この活動へ協力して
くれる団体
（役割分担があれば
合わせて記入）

活動のアピールポイ
ント
（活動の特徴や工夫
点、変更点、今後の
活動ビジョンなどを
記入）

なぜこの活動をする
のか
（活動の目的）

※解決部門においては、活動のきっかけとなった地域の課題、課題の対象範囲、またその課題を
どのように把握したのかなど、数値や文献などを明示し、具体的に記入してください。

活動することでどう
なるのか
（活動の効果）

※解決部門においては、なぜこの活動が地域の課題解決に寄与するのかを具体的に記入ください。

どのような活動をす
るのか
（実施内容、時期、
場所、参加対象、想
定人数など、具体的
に記入）

目的を達成するため
に何をどうするのか
（活動の目標）

※解決部門においては、課題を解決するまでの過程に何を、いつまでに、どのようにするのかな
ど、課題を解決するための目標を具体的に記入して下さい。

・

・

・※箇条書き
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様式第３号（第６条、第９条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

１　収入の部

／ )

２　支出の部

(注)　支出の部に書ききれない場合は、別紙にまとめて添付すること。

合　　計

小　　計

項　目 内訳（単価・数量）・説明 事業経費(円) 内対象経費(円)

合　　計

項　　目 金額（円） 内訳・説明

１％交付金 対象経費( 円) × 交付率(

活動収支予算書（収支決算書）

部門 自由・解決
活動名

活動№
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様式第３号別紙（支出の部内訳表）（任意様式）

領収

№

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

※ この様式は任意様式です。同じ内容が確認できれば、どんな様式でもかまいません。

※ 予算書と決算書の両方に使用できます。

※ 決算書の場合は、領収書１枚につき１行を基本とし、領収書番号を記入してください。

※ 「行」が足りない場合は、適宜挿入して増やしてください。

合　　　計

小　　　計

支出の部

項　　　目 内訳（単価・数量）・説明 事業経費 内対象経費
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様式第４号（第６条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

備品名及び数量

価格又は合計額

購入理由

（必要性・効果）

貸出しの可・不可 可 ・ ・

添付書類

(注)

２

この調書は、税込５万円以上の備品を購入する場合、もしくは購入する備品の合計額が５万円
以上となった場合に、１活動につき１枚添付する。複数の備品も１枚にまとめて記入する。

１

見積書とカタログ等を添付すること。

一部可 不可

カタログ・見積書貼り付け場所

（別紙でも可）

購入予定備品調書

部門 自由・解決
活動名

活動№
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様式第５号（第６条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

( ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ)

団　体　名

設 立 年 月

担当者連絡先

(公開・非公開)

※どちらかに〇印 Ｆ Ａ Ｘ

携帯電話

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

電　　話

１％交付金を活
用した主な活動
実績や計画

１％交付金対象
活動以外の活動
実績や計画

１％交付金以外
に補助・委託等
を受けた実績等

氏　　名

住　　所
〒

団体の目指す将
来像及び目標

団体概要書

代表者職氏名

所　在　地
〒

　　　年　　月  構成員人数 　　　人（  　　年　　月　　日現在）

団体の設立趣旨
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様式第10号（第11条、第12条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

金 円

　　菊川市長　 長谷川　寬彦　 宛

団　体　名

代表者氏名

フリガナ

口座名義

請求書（概算払請求書）

住所又は所在地

口座振込先
金融機関名

金融機関名 口座種別 普通・当座・その他（　　）

本・支店名 口座番号

　ただし、    　　年　　月　　日付け菊総地第　　　号により交付の確定（決定）を

受けた菊川市１％地域づくり活動交付金として、上記のとおり請求します。

  　　年　　月　　日　
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お問合せ
ご相談、提出先

菊川市 総務部 地域支援課 市民協働係

〒439-8650 菊川市堀之内61番地

TEL：0537-35-0925 FAX：0537-35-0977

E-mail：chiiki@city.kikugawa.shizuoka.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp


